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平成29年第２回定例町議会は、６月７日から22日までの16日間開催されました。
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第２回定例議会報告

補正予算の追加	 ６,１２５万７千円
予算総額	 ４０億４,５２５万７千円

補正予算の追加	 ３９４万１千円
予算総額	 １０億２,６６６万３千円

平成29年度吉富町一般会計補正予算（第２号）について

平成29年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

可
決

歳出の主なもの

歳出の主なもの

職員海外研修派遣事業費（47万７千円）
　全国市町村国際文化研修所が実施する市町村職員海外研修に、１名の職員の参加を予定。人
口減少時代における自治体政策、働き方、産業政策、雇用、医療、福祉というテーマでドイツ
とフィンランドの２カ国を訪問する研修に参加するための費用。

プレミアム商品券発行事業等助成金（140万円）
　今年度は500円券を11枚づつりとしたものを5,000円で販売する予定で、総額2,000万
円分を販売するためのプレミアム分の70％を町が助成するもの。（議決後、助成金の支出先
である商工会で検討中。）

道路新設改良費（5,324万３千円　増額）
　狭隘道路事業の土屋居屋敷線他１路線の拡幅工事他、４か所の道路工事のための設計業務、
用地買収費、工事請負費用等。

防火水槽設置工事費（831万９千円）
　土屋居屋敷線拡幅工事の際、耐震性地下式防火水槽を埋設設置する工事費用。

人事異動に伴う人件費の減額

＜主な討論内容＞

＜主な討論内容＞

反対
山本議員：予算書の不備を指摘した。予算書とは、その程度の物なのか？信頼性に欠ける予算書に

対して賛成する事は、住民付託を受けた議会議員としては出来ませんので反対します。
是石議員：この予算書が正しい数字によるものか否かが不明では、議決に達するには納得がいかな

い資料が含まれているやもしれないので、町民、納税者からの負託に応えられない。
賛成
岸本議員：楡生村中道路工事に対する説明の中に、公益性、公平性、さらに予算の権威が軽んじら

れているのではないかとの疑問をもちました。このあり方は検討すべきと指摘した上で
賛成いたします。

梅津議員：3.11東北地方大震災以降、防災減災を目的とした狭隘道路の拡幅は急務となっていま
す。補正予算第2号には、その予算が計上されている事を評価し賛成します。

賛成
山本議員：県への移管が1年を切っている。税額（保険料）や内容について町民へ判り易い説明を

十分に行う事。

可
決
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第２回定例議会報告

平成２９年度吉富町水道事業会計補正予算（第１号）について

収益的支出	 ７７２万円３千円増額
収益的支出総額	 １億１,０７０万１千円
・人事異動に伴う人件費の増額

資本的支出	 １２万円増額
資本的支出総額	 ５億１,０６２万２千円
・配水池建築確認申請手数料等を増額

監査委員の選任について
　平成29年６月23日をもって、４年間の任期が満了する守口賢二郎氏を再度選任する
ため、議会の同意を求めるもの。

固定資産評価審査委員会委員の選任について
　平成29年６月23日をもって、３年間の任期が満了する奥家謙一氏の後任として、
中山智惠氏を選任するため、議会の同意を求めるもの。

農業委員会委員の過半数を認定農業者等が占めることを要しない場合
の同意について
　農業委員会委員の任命にあたり、本町においては認定農業者の数が少なく、法で定める認定農業者
等の割合を確保することができないため、農業委員会委員の過半数を認定農業者等が占めることを要
しないことについて、議会の同意を求めるもの。

吉富町農業委員会委員の任命について
　平成29年７月19日をもって、３年間の任期が満了することに伴う、農業委員会委員の
任命について、議会の同意を求めるもの。（13名）

町道路線の認定について
　自主避難箇所である土屋公民館への交通の利便性向上を図るため新設する道路を町道と
して認定するもの。

＜主な討論内容＞

＜主な討論内容＞

賛成
是石議員：納税に関する不服申し立てを受けてくれる委員です。一般納税者の立場、女性の立場の

代表としてこの審査委員会委員になっていただくことがよく理解できました。賛成いた
します。

賛成
山本議員：この新設道路は町独自の災害用避難路との説明であった。住民への十分な説明と公平性

のある土地取得を前提として賛成。
是石議員：町主導の新設道路と説明を受けました。私の視点になかったが、非常にいい案だと思い

賛成いたします。

可
決

同
意

同
意

同
意

同
意

可
決
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＜主な討論内容＞

＜主な討論内容＞

賛成
山本議員：活字離れや自ら探す力を落とさない様に配慮して、社会に出て使えるＩＣＴ教育を十分

に行って頂きたい。
是石議員：教育長の最先端の道具に対する扱い方、運用の仕方、気構えが聞けました。新教育体制

になって非常に明るいような気がしました。ぜひ頑張ってやっていただきたいと思い、
賛成します。

反対
山本議員：国民として不安な声は残るが、立地自治体が賛成している為、再稼動することに反対は出来ま

せん。

賛成
岸本議員：人類は原子力を制御できておらず、使用済み核燃料の始末の方法さえ獲得していない。その人

間がつくった安全基準が安全を担保しないことは、福島の現実が示している。関係自治体の首
長、議会が承諾していても、安全性の証明にはならない。住民の生命と健康を守る立場で判断
すれば、再稼働に反対するべきであり、請願に賛成します。

可
決

繰越明許費繰越計算書について（一般会計）
　吉富町役場庁舎増改築事業以下９事業について、翌年度に繰り越した報告。

繰越明許費繰越計算書について（公共下水道事業特別会計）
　吉富町公共下水道事業について、翌年度に繰り越した報告。

繰越計算書について（水道事業会計）
　下水道工事に伴う配水管布設替事業について、翌年度に繰り越した報告。

放棄した私債権の報告について
　吉富町債権管理条例に基づき、回収不能な町の私債権を放棄したことの報告。

経営状況の報告について（土地開発公社）
　平成28年度の吉富町土地開発公社の経営状況についての報告。

玄海原発の再稼働に反対する請願（継続審査分）
　政府に対し、玄海原発の再稼働をやめるよう強く求めるための意見書の提出を求める請願。

不
採
択

　議員提出案件

財産の取得について（吉富小学校ＩＣＴ環境整備機器購入）
　吉富小学校ＩＣＴ環境整備機器の購入について、地方自治法施行令第１６７条第１項
第２号の規定により随意契約を行い、株式会社富士通マーケティング九州支社が契約相
手予定者に決定したので、物品売買契約を締結し、この財産を取得するにあたり、議会の議決を求め
るもの。
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臨時議会報告

＜主な討論内容＞

＜主な討論内容＞

賛成
岸本議員：国が示している基本的な工期の考え方の中にあるように、品質の保証、そこで働く人たち

の労働環境も考えた上で、十分な工期を取っていくべきだということを主張した上で賛成
します。

山本議員：町民の安全は勿論、職員の健康、職場環境への配慮を十分にして頂きたい。
是石議員：現庁舎は町民にとって使いづらいこともあり、この際、防災の拠点にもしたいという改築

趣旨であり、町民にとってメリットがあることだろうと思います。工事中に事故のないよ
うに、速やかに立派な庁舎ができるように期待し、賛成します。

賛成
岸本議員：今回のこの落札額の８０.１％です。これは低すぎるとは思いませんが、入札においては最

低制限価格を設けるべきだということを主張した上で、賛成いたします。
是石議員：第一に、生徒の安全対策のための工事です。早期着工して安全の上に安全を重ねて竣工し

ていただきたいと思って賛成をいたします。

可
決

承
認

可
決

承
認

専決処分の承認を求めることについて（吉富町税条例の一部を改正する条例）

工事請負契約の締結について（吉富小学校外壁落下防止対策工事）

固定資産評価員の選任について

専決処分の承認を求めることについて
（吉富町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

工事請負契約の締結について（平成28年度～平成29年度吉富町役場庁舎増改築工事）

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正する必要が生じ、議会を招集する時
間的余裕がなく、専決処分をしたので議会の承認を求めるもの。

５月16日に入札会を行い、拓伸建設株式会社が落札し、契約相手予定者に決定したので、工事請負契約
を締結するにあたり、議会の議決を求めるもの。

職員人事異動で税務課長に異動があったので、前課長の後任として、現課長小原弘光氏を本町固定資産
評価員に選任するため、法の定めるところにより議会の議決を求めるもの。

前議案と同様の理由による。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契約を行い、西日本土木株式会社が契
約相手予定者に決定したので、工事請負契約を締結するにあたり、条例の定めるところにより、議会の議
決を求めるもの。

平成29年第１回臨時町議会は、５月８日に開催されました。

平成29年第２回臨時町議会は、５月24日に開催されました。

第１回

第２回
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臨時議会報告

　　◎ 平成 29 年第１・２・３回臨時会全議案（全会一致）

平成２９年（第１・２・３回臨時会、６月定例会）　議案審議結果

賛成
岸本議員：公共事業におけるワーキングプアの問題、建設業における過労死の問題もある。公契約条

例もなく予定価格の妥当性を指摘する中で提案されたもので、入札額が、予定価格に対し
て１００％もあるなど、高い値を示しており、談合があったのではとの疑いを払拭できな
い部分もあるが、総合的に考え、公契約条例の必要性を主張した
うえで賛成します。

梅津議員：すでに本町は直江交差点、吉富亭前交差点、小犬丸交番前交差点
等横断する下水道工事を経験しています。キグナス前交差点工事
は、難工事が予想されますが、その経験を踏まえ、1日も速い工
事着工、及び完成されることを希望し、賛成します。

是石議員：吉富町民全体が待ち望んだことです。吉富町にもいくらかインフ
ラ整備、経済的効果があると思い、賛成します。

吉富町農業委員会委員の任命について

工事請負契約の締結について
（平成29年度 公共下水道事業 県道吉富本耶馬渓線幹線管渠（第１工区）築造工事）

３年間の任期が満了する農業委員会委員の任命について、当初申請者から１名の欠員が生じ追加募集を行
い、横川信友氏から申請があり、法の定めるところにより、議会の同意を求めるもの。

６月23日に入札会を行い、株式会社高牟礼建設吉富支店が落札し、この工事請負契約を締結するにあた
り、条例の定めるところにより、議会の議決を求めるもの。

平成29年第３回臨時町議会は、７月６日に開催されました。

＜主な討論内容＞

第３回

同
意

可
決

　◎ 平成 29 年６月定例会（採決が分かれた議案の採決結果）
「○」…賛成　「●」…反対

「議長」…議長職のため表決に参加しない

議案番号 議　案　等　の　名　称
審
議
結
果

中
家
章
智

山
本
定
生

太
田
文
則

梅
津
義
信

横
川
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彦
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議案第26号 平成２９年度吉富町一般会計補正予算（第２号）について 可
決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 議

長 7 2

請願第１号 玄海原発の再稼働に反対する請願（継続審査分）
不
採
択
● ● ● ● ● ● ● ○ ● 議

長 1 8



委 員 会 経 過委 員 会 経 過 （多数の質疑（答弁）、意見から抜粋）
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※平成29年度吉富町一般会計補正予算（第２号）に
ついて（可決）

質  疑  是石委員
	 団員の確保は今でも難しいのだと思いますが、女
性団員の加入を考えたことはありませんか。

答  弁  総務課長
	 吉富町では今のところ女性ということは特にして
おりません。

質  疑  是石委員
	 学校運営協議会運営助成金は、どのように使うの
ですか。

答  弁  教務課長
　会議時のコピー代、お茶代、開催の通知の郵送
代、子供の見守り等を行う際、活動がわかるよう
なジャンパー類等の購入費です。

質  疑  是石委員
	 地方債現在高に関する調書について、前回（第１
号補正）の調書は正しくないということですか。
差し替えるとなれば、（第１号補正）は議決もさ
れ、告示もされている。法的に問題はないのです
か。

答  弁  企画財政課長
　庁舎増改築の起債の金額の計上が間違っておりま
した。私の判断では法的に問題はないと思ってい
ます。

質  疑  是石委員
	 級別職員数で、補正後６級の職員が３名になって
いる。どのような経緯で評価され、決定したので
すか。６名のうちから３名を選んだ根拠は何です
か。

答  弁  町長
　今回、課長の経験豊富な中で、今までの仕事ぶり
を見ながら当然６級に昇格に値すると判断したか
らです。

質  疑  是石委員
	 職員採用に関して、退職とかもあるので、補欠採
用の考えはありませんか。今までそういうことを
したことがありますか。

答  弁  総務課長
　補欠については今後検討していきたいと思いま
す。近年はございません。

質  疑  是石委員
	 職員が３年間休職した場合は失職するのですか。
答  弁  総務課長
　３年間と定めていますので、そのとおりでいきた
いと思っています。

意  見  是石委員
	 職員にとってのストレスを解消する方法には、臨
時職員を入れて、必要なところには人員を確保
し、職員の健康状態にも配慮することで、町民の
負託にも応えていただきたいと思い、賛成意見と
します。

※玄海原発の再稼働に反対する請願について（継続
審査分）（不採択）

意  見  是石委員
	 国民生活、我々町民にとっても、健康、生活にも
重要なことを占めている原子力発電所稼動再開
に対する請願です。専門委員会が、規制基準を
非常に厳しいものにした、その基準に合致してい
る。安全宣言したと同じだと私は考えています。
さらに、各裁判所が再稼働差しとめを否決。社会
生活、町民、庶民の生活を守る電気代が徐々に上
がっています。自然エネルギーがまだ不安定なの
です。この議案は否決させていただいて、原発
の再稼働を後押ししたいと考え、反対意見としま
す。

意  見  梅津委員
	 継続審査への思いを込めて、町内で議論を巻き起
こしたいと思い賛成を留保します。

意  見  岸本委員
	 規制委員会がいいからと言って安全性は担保され
ていない。原発の被害はすさまじいもので、玄海
原発の場合、吉富町と関係ある。住民の命、健康
を守るためにも再稼働に反対するべきであり、請
願採択に賛成します。

総務文教常任委員会経過
（岸本委員長） ６/16 開催



委 員 会 経 過委 員 会 経 過 （多数の質疑（答弁）、意見から抜粋）

2017.88

※平成29年度吉富町一般会計補正予算（第２号）に
ついて（可決）

質  疑  丸谷委員
	 道路新設改良費の土地分筆登記等手数料や測量等
業務委託料の金額が大きいが、業者選定は、入札
で決めるのですか。

答  弁  産業建設課長
	 入札あるいは見積もり等で実施をしております。
質  疑  山本委員
	 楡生の村中道路は、前年度工事する予定が、購入
者が買わなくなったので、今年度行う、再設計を
したと聞いたが、いつ議会に説明があったのです
か。

答  弁  産業建設課長
	 設計変更に関しては、地権者から要請があり、そ
の方向で進めていたが、以降「当初の現状の地盤
で」ということで、再々設計の変更等の必要が生
じ、３月末までの工事完了が見込めず、28年度は
施工しないということで決定をしたものです。

質  疑  山本委員
	 所有者と購入者に話を聞いて土地の変更、設計の
変更をしたということだが、公益性、公平性は図
られているのですか。

答  弁  町長
	 原則は、現状の土地に合わせて設置します。今回
は「土地のレベルを現況よりも下げたいので擁壁
を下げてもらえないか」ということだったので、
町にとっては工事費が安くなるので「いいです
よ」ということでした。

質  疑  山本委員
	 雨水に関しての法律もあって、高いところから低
いところに流れる雨水対策も必要。土屋の道路も
そういうことを考えながらするのですか。

答  弁  産業建設課長
	 各土地の地盤は必ず調査し、排水が確保できる側
溝の深さとか総合的に設計します。土屋の村中も
そのような考え方を基本として設計したいと思っ
ています。

意  見  山本委員
	 道路工事に関して、吉富町狭隘道路計画で進めて
いるが中身が良く判らない。毎回予算が上がる
が、何時の間にか流れていたりする。進捗状況も
聞かない限り一切判らない。この予算の執行に関
しては賛成しかねる。

※平成29年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）について（可決）

質  疑  山本委員
	 国民健康保険共同運営で県に移管すると、税額は
所得階層によって変わるとは思うが、全体的に吉
富町は上がりそうなのですか。

答  弁  健康福祉課長
	 現在厚生労働省において、納付金算定等のガイド
ラインの見直しなどが検討されている最中で、ま
だ、吉富町が幾らの納付金かというような金額は
一切出ていません。

※平成29年度吉富町水道事業会計補正予算（第１
号）について（可決）

質  疑  山本委員
	 配水池建築工事は、出来上がって水を切り替える
時に赤水とかが混じったりはしないのですか。

答  弁  上下水道課長
	 工事をする中で、弁の開け閉めのときに赤水は発
生します。当然、赤水というのは想定されていま
す。水道の配管をし、皆さんの家庭に行く前に排
除をしてきれいな水が出るのを確認した後、流す
という方法を確実にとります。

※町道路線の認定について（可決）
質  疑  山本委員
	 集会所に向かっての避難道路的なものを町主体で
つくりたいということだが、防災道路のようなも
のであれば、土屋の村中道路ではなく、こちらの
方に防火水槽がいるのではないですか。

答  弁  産業建設課長
	 今回の道路は、消防水利（佐井川）までの距離が
はるかに近く、将来の地下の埋設物も考慮した場
合、その地理的な条件から、担当課のほうは防火
水槽は考えていないと思います。

意  見  山本委員
	 この道路については、現地を見て見ないと判らな
い。現時点で認定する事に賛成出来ません。　
	 ※当委員会終了後、現地視察にて説明を受ける。

福祉産業建設常任委員会経過
（横川委員長）

６/15 開催
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問 教育長は、教育委員会そ
のものをも統括する非常

に強い権限と責任があります。
教育委員会をどのように統括
していくおつもりか、お尋ね
します。

答 教育長
教育委員会の統括は、地

教行法及び吉富町教育委員会規則にのっとり公正な運
営をしたいと考えます。私の執り行う事務については、
必ず教育委員会の議にかけて教育委員さん方の意見を
十分に受けた上で事務執行するつもりです。

問 教育事務所長としては道半ばと思いますが、吉
富町教育長を引き受けた真意をおしえてくださ

い。

答 教育長
私はもともと小学校の教員、また吉富小学校で

３年間教頭を務めさせていただいた経験もあります。
前の職に比べ、より学校や子供たちに近い立場になれ
ると、前向きに考えてお引き受けしました。教育委員
会に入り、直接学校や子供たちにかかわるような立場
になりました。こういうところに、ある種憧れが私の
中にありましたので、前向きな気持ちで引き受けたと
ころです。

問 教育長は、任命権者である町長に提言なり要望
なりができる立場と考えますが、どのように伝

えるのかお尋ねします。

答 教育長
吉富町教育大綱の基本方針を踏まえ、学校、地

域等の実態を把握し、精査した上で何が必要かを慎重
に考え、必要な政策、施策は、町長と教育委員会から
なる総合教育会議で意見を伝えて、さまざまな要望を
していくつもりです。教育行政に係る責任者は教育長
という観点から、教育の政治的中立、継続性、安定性
を確保していくつもりです。

問 新教育長として吉富町教育行政に対しての考え
方はどうか。

答 教育長
子供の課題、地域、保護者の課題、そして教員

の課題等があります。今、私は学校の中での主な課題
は学力向上と規範意識と考えています。
子供の学力向上のためには、既に教師の指導力の改善
から幾つかの施策、計画を今考えているところです。
また、肌感覚を通していろんな情報を得ながら、何が
課題かと真剣に考えて、それなりの判断をしたいと
思っています。

意 公開の原則を持ちながら吉富町教育行政を取り
仕切っていただきたいと思います。

吉富町公共施設等総合管理計画について

問 背景と概要説明を求めます。

答 企画財政課長
今後人口の減少や人口構成の変化などにより、

公共施設等の利用需要も変化することが背景にあり、
公共施設等総合管理計画の策定を国から要請されまし
た。
この計画策定の背景（理由）は、
　○公共施設は今後大規模な改修や建てかえが短期間
に集中し多大な財政負担が見込まれる。

　○早急に長期的な視点による更新や統廃合、長寿命
化を計画的に行い財政負担の軽減が必要。

　○公共施設等の平準化と最適な配置の実現が必要。
ということがあります。
計画期間は、平成29年度から20年間です。

問 管理計画策定後も平原団地、高浜団地に関して
長寿命化計画に沿ってスケジュールどおり建て

かえるのか、お尋ねいたします。

答 健康福祉課長
長寿命化計画は、高齢化や人口減少等による需

要の変化や経営的視点に立った公共施設の効果的かつ
効率的な運用、維持管理に関する考え方の方針を取り
入れたものです。今年度にいろんな視点に立って、こ
の２つの団地の見直し等も行う予定です。

問 この３月に計画策定が終わり各団地の見直しは、
どのページに記されていますか。

答 健康福祉課長
40ページです。町営住宅について、町営住宅長

寿命化の見直しを行う中で、将来必要戸数の再検討を
行い、縮減面積を定めると書いていますので、これに
沿って長寿命化計画を見直します。

意 戸数減は縮減といえるのか。建築金額は相当な
ものです、町債もかなりのものです。非常に高

額の低所得者住宅です。これを高浜住宅から平原団地
にも当てはめるということですね。このことについて
はこれからも引き続き、議論したいと思います。

※他に財産の状況、基金・出資金・借金額の内訳等を
質問しています。

是石 利彦 議員

新教育長の行政の考えに
ついて



一般質問

2017.810

問 高齢ドライバーの運転
ミスによる事故が増え、

免許証自主返納を促進する動
きがある。同時に「車なしで
は生活できない」現実もあり、
他の自治体ではバス回数券の
配布など支援をし、県もそう

した自治体に補助金を出している。本町はどのように
対応するのですか。返納時一回限りであっても支援す
るべきではないですか。

答 総務課長
自主返納時一回限り支援ではなく、長期的に移

動手段を確保することが重要と考えます。コンパクト
な町であり、町内巡回バスを充実させたい。10月にダ
イヤ改正をし、見直しはこれからもやっていきます。

問 民間業者が行っている自主返納高齢者へのサー
ビスの周知はどのようにするのですか。

答 総務課長
広報での周知を検討します。

高齢者へのはり・灸・マッサージ補助金、入浴料補
助金に理美容補助金を加え一本化し、それぞれが必
要な補助を受けられるように改善することについて

問 70歳以上の方は、現制度で年間２７,６００円
の助成を受けられる。ところが申請は非常に低

い。この事業の目的は何ですか。

答 健康福祉課長
老人の健康保持のためです。

問 それならば、これらのサービスを一本化し、そ
れぞれの必要に応じて使えるように見直すべき

ではないでしょうか。

答 健康福祉課長
一元化すれば偏った使い方になるので制度は変

える予定はありません。

意 健康保持という点でそれぞれのニーズが偏って
いればサービスの使い方も偏る。

そうしてこそ健康増進につながるのではないでしょう
か。

認知症の方の障害者認定について

問 認知症の方が障害者として認定を受け、医療費
など年間53万円もの負担が軽減できたとの報道

があった。どのような方が該当するのでしょうか。

答 健康福祉課長
認知症で問題行動のある方は精神障害者福祉手

帳に該当し、医療機関に相談し、必要な書類を添えて
申請ができます。窓口はあいあいセンターです。

問 手帳を取得すればどのような負担軽減がありま
すか。

答 健康福祉課長
公共料金の割引、ＮＨＫ受信料の減免、所得税、

住民税、相続税などの控除などがあります。

問 認知症が障害者手帳の対象になることを周知す
る必要があるのではないですか。

答 健康福祉課長
障害者手帳は申請主義なので強く推し進めない

ようになっています。

意 障害者手帳を取得すれば医療費も軽減される。
対象となるということを知らなければ申請もで

きない。広く周知すべきではないでしょうか。

※他に「小学校給食費への補助について」、「公契約
条例について」を質問しています。

チャレンジショップ及び駅
前交流マルシェならびに創
業スクール事業について

問 総事業費と意義及び目
的は？

答 産業建設課長
チャレンジショップ

事業費は、３カ年で約２ ,
７４５万円。駅前交流マル

シェ事業は、２カ年で約１,４３３万円。創業スクール
は２カ年で約５１０万円です。
町内外を問わず、創業意欲がありながら開店までのノ
ウハウや資金調達等の面から、起業を断念しなければ
ならない方々へ、実際の店舗で経験を積み、将来の本
格的な創業へ向けたステップを踏んでいただく機会を
つくり、チャレンジの場としていただくことが意義で

あり、目的です。
駅前交流マルシェ事業は、農産物直売所などと違い、
生産者と消費者とのコミュニケーションをとることが
でき、町内外の出店者のネットワークづくりや情報公
開の場の提供など、生産者と消費者が直にかかわるこ
とのできる機会をつくる意味では、意義のあるもので
あり、駅前交流マルシェ開催を町内外に広くＰＲする
ことで、活気ある町としてのイメージアップを図ると
ともに、駅前への集客によるにぎわいの創出を目的と
して開催するものです。
創業スクールの開催は、中小企業、小規模事業者等は、
地域の経済や雇用を担う重要な存在であることから、
町内外を問わず、創業を目指す皆さんに、創業に必要
な基本的な知識の習得や創業に向けたビジネスプラン
の作成支援等により、創業を現実のものにしていただ
くことを目的とした事業です。

岸本加代子 議員

山本 定生 議員

運転免許証自主返納
高齢者への支援について

↑
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人事異動に関して 

問 人事異動での自己申告
導入制度はあるのです

か。

答 総務課長
自己申告制度はありま

せん。昨年度から本格運用を
始めた人事評価制度において、
全ての職員に対し、業績評価

と能力、態度評価を行っているところです。その人事
評価制度を活用していきたいと思っています。

問 10年同じ課の職員もいる。適材適所ということ
もあるが、職員の士気とスキルアップを図るた

めにも、マンネリ化せずに、そういう方たちを先ず、
配置換えするというのも職員のスキルアップ向上につ
ながると思うが。

答 町長
事業の活性化、組織の活性化というようなこと

もありますが、人事異動については、普段の仕事ぶり、
また、本人の適正等も見ながら、得意な分野に配置す
ることもありますし、あえて不得意な分野に配置をし
て、その職員の技術力を上げていただくことも考えな
がらしています。決して適材適所でないところに配置
しているわけではありません。

意 いろんな分野を経験
す る こ と に よ り 、

サービス向上につながる面
が多々ある。７年以上、同
じ課にいる職員の人事異動
も前向きに考えていただき
たい。

今後の空き家対策をどう考えているのか

問 空き家で、売り家、貸し家の比率は？

答 企画財政課長
昨年度開始した、空き家・空き地バンクでは、

現在までに、売り家２件、貸し家１件の登録がありま
す。

問 不動産会社とタイアップし、どのようなアク
ションを起こしているのですか。

答 企画財政課長
空き家を貸したい、売りたいと思われている方

は、町に一報していただければ、あらかじめリスト
アップしている不動産屋さんの中から1社を選んでいた
だき、その業者さんが写真撮り、間取りの掲載データ
を作成し、町がホームページに載せるようにしていま
す。

問 空き家を購入した際のリノベーション費は、最
高幾ら出す予定ですか。

答 企画財政課長
対象事業費の２分の１で上限は50万円の補助と

なっています。

問 空き家・空き地バンクに登録していない空き家
は補助金の対象外ですか、補助金の対象として

考えてはどうですか。

答 企画財政課長
町の空き家・空き地バンクへの登録を優先して

いきたいと考えています。個々の売買等の話があれば、
町の空き家・空き地バンクの活用を、アドバイスして
いただければと思います。

太田 文則 議員

問 事業規模（実績）と総売上推移などは？

答 産業建設課長
チャレンジショップでは、１号店は固定客がつ

き、開店前には行列ができるほどの好評で、広く認知
されていることから、町内での起業をぜひ検討してい
ただくようにお願いしていますが、現段階では、いつ、
どこで創業するか具体的な計画は把握しておりません。
１号店は、１日当たり２万円から３万円の売り上げ、
２号店、３号店は、休みの日は１万程度の売り上げが
あると聞いております。
マルシェについては、売り上げが、第１回が出店者
10店舗28万７,０００円、第２回が出店者26店舗86
万３,０００円。第３回目が出店者11店舗24万円ほど。
１店舗当たりの平均売上額は２万９,６００円、最高で
11万４,０００円、最低は５,２００円でした。
創業スクールは、総勢17名の方の参加があり、総じて

好評で、スクール終了後には、店舗用の用地探しや、
すぐにでも起業したいと考えている方がいらっしゃい
ました。

問 これら事業を幸子農協の直売所（スーパー川食
前）などで出店は？

答 産業建設課長
民間なりがすること、行政ができること、それ

は区別する必要があり、今後も駅前でのマルシェは継
続していきたいと思っています。

意 行政というのは商売、もうけを考えるものでは
ありません。本来、民間がやるべきもの、民間

ができないものに関して、お金をかけられないものに
関してやるのが行政の仕事であります。

※他に、「空家活用型マーケティング調査について」
「九州周防灘地域定住自立圏について」を質問してい
ます。



一般質問
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平成29年度の新規計画
事業の進捗状況について

問 地域おこし協力隊導入
事業の開始・完了月と

進捗状況について。

答 企画財政課長
全国的にも導入が進め

られている中、早急に実施す
べき事業の１つです。早い時

期に隊員を採用して年度内に活動を開始してもらいた
いと考えています。

問 消費生活相談窓口設置事業の今後の事業に向け
ての詳細な計画と進捗状況について、説明をお

願いします。

答 産業建設課長
毎週火曜日と金曜日の週２回、午前９時から午

後４時まで開設し、地域包括支援センターとの情報交
換等も行っています。

問 コミュニティスクール導入事業の学校運営協議
会制度導入の進捗状況について

答 教務課長
本年５月１日に吉富小学校に学校運営協議会を

設置いたしました。協議会の委員は14名で、協議会の
会議は、本日までに、５月18日と６月15日に開催をし
ています。

第７次行政改革実施計画の進捗状況について

問 水洗化率向上について。
国の補助金決定額や現場条件等々で当年度の進

捗状況が大きく関係すると思うが、今後の整備が早め
られるような取り組みや抱負などあれば示してくださ
い。

教育行政について

問 教育長の責務、又今後
の抱負についてお尋ね

します。

答 教育長
教育長の責務は地教行

法13条「教育長は、教育委員
会の会務を総理し、教育委員
会を代表する。」と書いてあ

り大変重責であります。抱負については、特に学校教
育において確かな学力と揺るぎない規範意識を重点に
具体的な取り組みを試してみようと考えています。又、
今年度より吉富小学校にコミュニティスクールを立ち
上げました。この協議会が設定した目標の実現に向け
た学校、地域の協働の取り組みを支援していくことが
私の重点目標であり、抱負です。

問 教育委員会の今後の運営方針をどう考えていま
すか。

答 教育長
地教行法及び吉富教育委員会規則にのっとり、

公正な運営をしていきます。事務執行については、必
ず教育委員会の議にかけ教育委員さん方の意見を受け
た上で行うと考えています。

下水道事業について

問 現在予算化された区域での計画はどうなってい
ますか。

答 上下水道課長
今年度は４本の工事を計画しております。１番

目に県道吉富本耶馬渓線幹線管渠築造工事を考えてお
りましたが、入札が不調に終わり今後内容等を精査し、

すぐさま再入札の準備を進めています。残り３本は、
昨年度までの工事の引き続きで、今吉下地区、土屋地
区、鈴熊地区の工事を予定しています。９月の発注に
向けて準備を進めています。

問 吉富町全域での完成の計画はどうなっています
か。

答 上下水道課長
本町では、平成７年３月に当初の都市計画が決

定しました。平成28年２月に５回目の変更をし、全体
計画を策定しているところです。全町域５７２haのう
ち、今回の計画で住宅地として２３３haを公共下水道
区域に指定し、平成47年度を事業目標として順次取り
組んでいます。現在の進捗率は町域の49％が接続可能
な区域となっています。当初からのペースを継続すれ
ば国の予算等もありますが予定よりも早く完成するこ
とも可能であると考えています。

広域行政について

問 定住自立圏についての現状での町長の考えをお
尋ねします。

答 町長
中心市により私どもの行政運営に影響を及ぼさ

れることは、自立圏の自治権に関してどうなのかとい
うことで、定住自立圏への参加は当時、見送りをいた
しました。その考え方は現在も変わっていません。今
回の新聞に載りましたのは、吉富町にとって自立圏
云々より、もっとメリットある構想であれば、検討し
ましょうということでした。

※他にコミュニティスクールについての質問をしてい
ます。

↑
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答 上下水道課長
下水道に対するニーズや御意見を聞く目的でア

ンケート調査を予定しており、ニーズに沿った事業効
率の良い下水道を整備することで、第７次行政改革実
施計画に揚げております水洗化率向上を図り、数値の
達成、そして早期完成を目指したいと思っています。

問 各審議会等への女性委員の登用について。
今後の取り組みついて具体的な方法や推進の予

定があれば教えてください。

答 住民課長
住民の方々の男女共同参画意識の向上にも関係

があることから、広報による啓発や講演会、毎月６月
の男女共同参画強調週間では、男女共同参画審議委員
と町内で街頭啓発を行っています。全課を挙げて目標
の40％を目指し、これまで以上に積極的に女性登用を

行います。

古表昭和線（吉富タクシー～喜連島間）
の道路危険防止柵設置について

問 河川敷側にはガードレールがあり危険防止に
なっていますが、内側には白線のみです。町民

より「非常に危険で落下しそうになった。」等の声を
聞く、落下防止のためガードレールか柵設置の計画が
ありますか。

答 産業建設課長
路肩への防護柵設置計画はありませんが、夜間

は路肩位置が判明できない状況にあることは認識して
います。張り付け式の反射板設置とあわせ、スピード
を抑制するための方策や交通安全担当課とも協議等の
検討をしたいと思います。

研修期間：平成29年７月13日（木）～15日（土）
研修先　：北海道ニセコ町議会、稚内市（稚内映画館視察）、夕張市
研修目的：住民との情報共有化や住民参加型のまちづくりの先進的議会への研修と財政を審議する責任の意味

を再度、議員共有認識すること。及び、本町の活力ある町づくり実現のため、視察研修を行い個々
の判断材料とするため。

ニセコ町研修
○ニセコ町議会研修
　「まちづくり町民講座」や職員会議の全面公開化を進める。これら町
民と予算執行者が直接対話を進めた場合に懸念される議会不要論は
「議会が予算を十分に審議する」事で必要性は担保されているとのこ
とだった。
○綺

き

羅
ら

街道視察
　「ニセコ町街なみ環境整備事業」として13年掛けて実現した。住人
の意見により電線地中化など当時困難なことも実現する。当初より街
並維持は住民が行うこととし、現在も清掃や植樹などを行うということだった。
○他に、「あそぶっく（図書館類似施設）」、「道の駅ニセコビュープラザ」の視察を行う。

稚内市研修
○稚内市役所
　「映画館を誘致し、賑わいある街をつくる」ことについて、映画館
を核テナントとした稚内市駅前地区集客交流施設整備事業について
説明を受けた。
○Ｔジョイ稚内シネマコンプレックス視察
　施設視察および運営者より経営状況についての説明、施設内の見学や３Ｄ映像と音響を体験した。

夕張市研修
○数年前、自力での財政運営が困難となった市が、昨今市民自らが健康を維持するために取り組むなどで話題
を集めている街並、施設等を視察する。

政務活動報告

（あそぶっくにおいて説明を受ける）




